
資料 №４ 

釜石市立図書館の開館時間における夏時間適用期間の見直しについて 

 

１．開館時間 

 現在、釜石市立図書館の開館時間は、平日を午前 9 時から午後 5 時までとしてお

りますが、5 月から 10 月までの 6 か月間の開館時間は「夏時間」とし、平日は午前

9 時から午後 6 時まで開館しております。土日は 1 年間を通じて、午前 9 時から午

後 5 時までとなります。 

 

◯釜石市立図書館規則(昭和 43 年釜石市教育委員会規則第 6 号) 

(開館時間) 

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、これを

変更することができる。 

期間

施設名 

5月から10月まで 11月から翌年4月まで 

火曜日から金曜日まで 土曜日及び日曜日 

図書館 午前9時から午後6時まで 午前9時から午後5時まで 
 

 

 

２．現状の課題 

 図書館の令和 7 年度の時間帯別貸出人数のグラフ①を以下に示します。 

 貸出人数（利用者数）は日中に集中しており、午後 5 時以降の利用者は極端に少

なくなっています。 

 

グラフ① 
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 図書館の令和 5 年度から令和 7 年度における 17 時以降の貸出人数のグラフ②を

以下に示します。 

 5 月と 10 月は日没時間も早くなっていることから、午後 5 時以降の貸出人数（利

用者数）は他の月と比較して少なくなっています。 

 

グラフ② 

 

 

 

３．見直しについて 

 これらの利用状況を鑑み、開館時間を午後 6 時までとする「夏時間」の適用期間

を「5 月から 10 月末までの 6 か月間」から、「6 月から 9 月末までの 4 か月間」に

変更することを検討しています。 

 

 

４．メリット・デメリット 

 （メリット）・・・・職員の負担軽減、維持管理費（電気料など）の経費削減 

 （デメリット）・・・利用者の利便性低下、利用者数の減少 

 

 

５．その他 

 （今後の予定） 

  ・令和 8 年 3 月開催予定の釜石市教育委員会定例会にて議案提出→議決 

  ・令和 8 年 4 月 1 日から施行 
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